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平成２９年司法試験における厳正な合格判定を求める会長声明 

 

１ 司法試験をめぐる志願者減少が著しい。 

平成２９年度の法科大学院志願者数（延べ人数）は８，１５９名（前年度比１

１９名減），入学者数は１，７０４名（同１５３名減）に，同年の司法試験出願

者数は６，７１６名（同１，０１４名減），受験者数は５，９６７名（同９３２

名減）にまで落ち込んだ。 

ピーク時には，法科大学院志願者数が７２，８００名（平成１６年度。延べ人

数），司法試験出願者数が１１，８９２名（平成２３年）であったことを考える

と，上記のとおりの法曹志願者の減少は激減というべき状況にあり看過できない。 

このような法曹志願者激減の原因については，法科大学院修了を受験資格要件

としたことで多額の学費や時間的コストを要することになった反面，司法試験合

格者の多くが進路として選択する弁護士について，現実の法的需要を無視した弁

護士数の過剰増員による就職難や，弁護士の職業的魅力の低下等が生じているこ

とが背景に存在するものと考えられる。多くの時間的，経済的コストを課してお

きながら将来に不安がつきまとうといった現在の制度設計では，有為な人材が法

曹という職業を敬遠することは必然的な現象である。 

２ 司法は国民の権利義務や社会正義に深く関わるものであり，その司法を担う法

曹の質の維持・向上は国民にとって重大な課題・要請である。現状のように法曹

志願者の母数が激減すれば，その中の有為な人材の絶対数が減少することは道理

であり，法曹の質の確保にも懸念が生じる。 

法曹養成制度改革推進会議は，平成２７年６月，司法試験の合格者数を年間１

５００人程度以上とする検討結果を取りまとめた。しかし，司法試験出願者が激

減している現状の下で，単に上記方針通りの合格者数を確保するために合格ライ

ンが下げられてしまうなら，司法試験に本来要請される選抜機能は大きく損なわ

れ，合格者の質を制度的に担保できない事態も想定される。このような事態は，

上記取りまとめにおいて示されている「輩出される法曹の質の確保を考慮す」べ

き，との方針にも反することとなる。 

したがって，今後の司法試験の合格判定は，目標とされた数ありきでなされて

はならず，従前にも増して，司法を担う法曹の質の維持・向上という本質的要請
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をふまえ，厳正に行われなければならない。 

３ 以上から，当会は平成２９年司法試験の合格判定にあたって，１５００人程度

以上とされる合格者数の確保が優先されるべきではなく，司法を担う法曹の質の

維持・向上の要請をふまえた厳正な合格判定が行われることを求める。 

 

平成２９年７月８日 
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